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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の通信網に接続可能な無線端末装置におい
て、通信が途切れることなく接続先の通信網を切替える
ことができる無線端末装置を提供する。
【解決手段】第１の通信網と、第１の通信網からの呼び
出し要求を通知する手段を有する第２の通信網と、のい
ずれかと切り替え可能に接続することができる無線端末
装置において、第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ第２
の接続手段の電源をＯＮにした状態で第２の通信網と接
続中に、受信レベルが、接続先を第２の通信網から第１
の通信網へ切替える準備を行う基準として第１の閾値を
下回ると、第１の接続手段の電源をＯＦＦからＯＮに切
替え、受信レベルが、接続先を第２の通信網から第１の
通信網へ切替える基準として第１の閾値より小さい第２
の閾値を下回ると、接続先を第２の通信網から第１の通
信網へ切替え第２の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに
切替える無線端末装置。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声通信を提供する音声通信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網で
あって該通信網と接続可能な無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求
を通知する手段を有する第２の通信網と、のいずれかと切り替え可能に接続することがで
きる無線端末装置において、
　前記第１の通信網と接続する第１の接続手段と、
　前記第２の通信網と接続する第２の接続手段と、
　前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベルを計測する
計測手段と、
　前記第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ前記第２の接続手段の電源をＯＮにした状態で
前記第２の通信網と接続中に、前記受信レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第
１の通信網へ切替える準備を行う基準としてあらかじめ決められた第１の閾値を下回ると
、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を前
記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた前記第
１の閾値より小さい第２の閾値を下回ると、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通
信網へ切替え前記第２の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに切替える切替え手段と、
　を備える無線端末装置。
【請求項２】
　前記切替え手段は、
　前記第１の接続手段の電源をＯＮかつ前記第２の接続手段の電源をＯＦＦにした状態で
前記第１の通信網と接続中に、前記受信レベルが、接続先を前記第１の通信網から前記第
２の通信網へ切替える準備を行なう基準としてあらかじめ決められた第３の閾値を超える
と、前記第２の接続手段の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を
前記第１の通信網から前記第２の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた前記
第３の閾値より大きい第４の閾値を超えると、接続先を前記第１の通信網から前記第２の
通信網へ切替え前記第１の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに切替え、
　前記第４の閾値は、前記第２の閾値より大きい、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線端末装置。
【請求項３】
　前記受信レベルには、０＜ａ≦１を満たす実数ａを用いた次式によって算出されるＣＩ
ＮＲ（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔ
ｉｏ；搬送波レベル対干渉・雑音比）を使用する、
　ＣＩＮＲ　＝　ａ×「前記計測手段が計測した第１のＣＩＮＲ」＋（１－ａ）×「前記
計測手段が前記第１のＣＩＮＲの前に計測した第２のＣＩＮＲ」
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線端末装置。
【請求項４】
　音声通信を提供する音声通信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網で
あって該通信網と接続可能な無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求
を通知する手段を有する第２の通信網と、の接続を切替える切替え方法において、
　前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベルを計測し、
　前記第１の通信網と接続する第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ前記第２の通信網と接
続する第２の接続手段の電源をＯＮにした状態で前記第２の通信網と接続中に、前記受信
レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える準備を行う基準と
してあらかじめ決められた第１の閾値を下回ると、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦか
らＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ
切替える基準としてあらかじめ決められた前記第１の閾値より小さい第２の閾値を下回る
と、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替え前記第２の接続手段の電源
をＯＮからＯＦＦに切替える、
　処理を無線端末装置に行なわせる切替え方法。
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【請求項５】
　音声通信を提供する音声通信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網で
あって該通信網と接続可能な無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求
を通知する手段を有する第２の通信網と、の接続を切替える切替え処理を無線端末装置に
行なわせるプログラムにおいて、
　前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベルを計測し、
　前記第１の通信網と接続する第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ前記第２の通信網と接
続する第２の接続手段の電源をＯＮにした状態で前記第２の通信網と接続中に、前記受信
レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える準備を行う基準と
してあらかじめ決められた第１の閾値を下回ると、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦか
らＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ
切替える基準としてあらかじめ決められた前記第１の閾値より小さい第２の閾値を下回る
と、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替え前記第２の接続手段の電源
をＯＮからＯＦＦに切替える、
　処理を無線端末装置に行なわせるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の通信網に接続できる無線端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スペクトル拡散通信を使用してＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）通信を使用した無線通信システムやＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）通信を使用した無線システム、アナ
ログ無線信号を使用する無線システムなどが知られている。
【０００３】
　また、従来、複数の無線システムに接続できる無線端末装置が知られている。例えば、
ＣＤＭＡ２０００　１ｘ方式と、ＥＶＤＯ方式と、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ）方式と、のそれぞれの無線システムに接続できるマルチモード端末が知ら
れている。以下では、ＣＤＭＡ２０００　１ｘを単に「１ｘ」と記載する。
【０００４】
　上記技術に関連して、異なる二以上の無線通信網と接続可能な通信システムにおいて、
ひとつの無線通信網を用いて通信を行なう両方の端末周辺の基地局の通信品質情報を取得
し、その通信品質情報に基づいて、無線端末装置が前記無線通信網に接続すべきかを判断
する通信システムが知られている。
【０００５】
　また、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａ
ｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）で待ち受けている場合に、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮを経由してＣＳ系サービスのイベントを受信したとき、ＣＳ系のアクセス網に好適に
イベントに対する応答を送信することができる移動無線端末装置が知られている。
【０００６】
　また、ＥＶＤＯページング信号の受信タイミングまたは所定の周期が到来した場合に、
基地局ＥＶＤＯ　ＢＳから受信した信号の受信電力レベルが閾値未満の場合に、ＬＴＥ受
信信号処理部を起動して基地局ＬＴＥ　ＢＳを探索しＬＴＥ方式による着信待ち受けを行
う移動無線端末装置が知られている。
【０００７】
　また、次のような無線通信装置が知られている。この無線通信装置は、特定の無線アク
セスシステムを無線通信装置の呼出用に用い、特定の無線アクセスシステムに対応するイ
ンタフェース以外の他のインタフェースをオフ状態とする。そして、無線通信装置は、呼
出要求があった場合に、複数のインタフェースを起動してその中から呼び出し先とのデー
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タの送受信に利用するデータ送受信用の無線アクセスシステムを選択して呼び出し先と接
続を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２００８／０８７９３１号
【特許文献２】特開２０１０－０６３０１４号公報
【特許文献３】特開２０１０－０８７８６９号公報
【特許文献４】特開２０１１－２４９８６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本無線端末装置は、１つの側面では、複数の通信網に接続可能な無線端末装置において
、通信が途切れることなく接続先の通信網を切替えることができる無線端末装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本無線端末装置の１つの観点によれば、本無線端末装置は、音声通信を提供する音声通
信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網であって該通信網と接続可能な
無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求を通知する手段を有する第２
の通信網と、のいずれかと切り替え可能に接続できる。さらに、本無線端末装置は、以下
の構成要素を備える。
【００１１】
　第１の接続手段は、前記第１の通信網と接続する。
　第２の接続手段は、前記第２の通信網と接続する。
　計測手段は、前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベ
ルを計測する。
【００１２】
　切替え手段は、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ前記第２の接続手段の電源をＯ
Ｎにした状態で前記第２の通信網と接続中に、次の処理を行なう。切替え手段は、前記受
信レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える準備を行う基準
としてあらかじめ決められた第１の閾値を下回ると、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦ
からＯＮに切替える。切替え手段は、前記受信レベルが、接続先を前記第２の通信網から
前記第１の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた前記第１の閾値より小さい
第２の閾値を下回ると、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替え前記第
２の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに切替える。
【発明の効果】
【００１３】
　本無線端末装置は、１つの態様では、複数の通信網に接続可能な無線端末装置において
、通信が途切れることなく接続先の通信網を切替えることができる無線端末装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施例に係る無線端末装置１１０を使用する無線システム１００の一例を説明
する図である。
【図２】１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリアとＬＴＥ通信エリアとの関係の一例を示す図である。
【図３】無線端末装置１１０の構成例を示す図である。
【図４】ＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮについて説明する図である。
【図５】無線端末装置１１０によるデバイス切替え処理の概要を説明する図である。
【図６】図２に記載した位置ａから位置ｄに無線端末装置１１０が移動した場合のＬＴＥ
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受信ＣＩＮＲの変化の一例を示す図である。
【図７】ＬＴＥ下りフレーム７００の一例を示す図である。
【図８】無線端末装置１１０によるデバイス切替え処理の具体例を示すフローチャートで
ある。
【図９】無線端末装置１１０によるデバイス切替え処理の具体例を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　≪発明者の考察≫
　最近普及し始めたＬＴＥ方式による無線通信のサービスエリアの人口カバー率は低いた
め、無線端末装置の移動により、無線端末装置の位置がＬＴＥ方式による無線通信のサー
ビスエリア外となる事態が生じて通信が途切れるという問題がある。
【００１６】
　また、ＬＴＥ方式の無線通信のサービスには、１ｘＣＳ　Ｆａｌｌｂａｃｋ機能がある
。この機能を利用すると、例えば、ＬＴＥ基地局と通信中の無線端末装置に、１ｘ基地局
からのページングが、ＬＴＥ基地局からのページングによって通知される。この場合、無
線端末装置は、ＬＴＥ基地局から１ｘ基地局に無線接続を切替えて１ｘ音声通信を行なう
。このように、１ｘＣＳ　Ｆａｌｌｂａｃｋ機能を利用すると、ＬＴＥ基地局との通信中
に１Ｘ基地局からのページングを待ち受けることができる。この場合、１ｘ方式、ＥＶＤ
Ｏ方式およびＬＴＥ方式それぞれの無線システムに無線接続するインタフェースを備える
マルチモード端末は、ＬＴＥ方式以外の方式の無線システムに無線接続するインタフェー
スの電源をＯＦＦにしておくことができる。この場合、無線端末装置の電力消費を低く抑
えることができる。
【００１７】
　しかし、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ方式およびＥＶＤＯ方式による無線通信のサービスエ
リアの人口カバー率が９８％程度であるのに対して、一方、最近普及し始めたＬＴＥ方式
による無線通信のサービスエリアは６０％程度である。そのため、無線端末装置がＬＴＥ
方式の無線通信サービスエリア外に移動すると、無線端末装置は、１ｘＣＳ　Ｆａｌｌｂ
ａｃｋ機能を利用できなくなり、１ｘ基地局からのページング待ち受けもできなくなると
いう問題がある。
【００１８】
　そこで、１ｘ方式の無線システムに無線接続するインタフェースの電源を常時ＯＮにし
ておくことが考えられる。しかし、この場合、ＬＴＥ方式による無線通信のサービスエリ
アでは、１ｘ方式の無線システムに無線接続するインタフェースとＬＴＥ方式の無線シス
テムに無線接続するインタフェースの両方の電源がＯＮ状態となるため、消費電力が大き
くなるという問題がある。
【００１９】
　以下、本発明の実施形態の一例について、図１～図９に基づいて説明する。なお、以下
に説明する実施形態はあくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用
を排除する意図ではない。すなわち、本実施形態は、その趣旨を逸脱しない範囲で、実施
例に記載された種々の技術を組み合わせるなど種々変形して実施することができる。また
、図８および図９にフローチャートの形式で示した処理手順は、処理の順番を限定する趣
旨ではない。したがって、可能な場合には、処理の順番を入れ替えても良いのは当然であ
る。
【００２０】
　≪実施例≫
　図１は、一実施例に係る無線端末装置１１０を使用する無線システム１００の一例を説
明する図である。
【００２１】
　本実施例に係る無線端末装置１１０は、１ｘ方式の無線システムである１ｘネットワー
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ク１２０、ＥＶＤＯ方式の無線システムであるＥＶＤＯネットワーク１３０およびＬＥＴ
方式の無線システムであるＬＴＥネットワーク１４０のいずれとも無線接続できる無線端
末装置１１０である。
【００２２】
　なお、本実施例の説明において、例えば、「無線端末装置１１０が１ｘネットワーク１
２０または１ｘ基地局１２６と無線接続する」という場合、無線端末装置１１０が１ｘネ
ットワーク１２０または１ｘ基地局１２６からの呼び出しを待ち受けることを含む。無線
端末装置１１０がＥＶＤＯネットワーク１３０またはＥＶＤＯ基地局１３４と無線接続す
る場合や無線端末装置１１０がＬＴＥネットワーク１４０またはＬＴＥ基地局１４５と無
線接続する場合についても同様である。
【００２３】
　したがって、無線端末装置１１０を使用する無線システム１００には、図１に示すよう
に、１ｘネットワーク１２０と、ＥＶＤＯネットワーク１３０と、ＬＴＥネットワーク１
４０と、が含まれる。また、無線システム１００には、１ｘネットワーク１２０の基地局
である１ｘ基地局１２６と、ＥＶＤＯネットワーク１３０の基地局であるＥＶＤＯ基地局
１３４と、ＬＴＥネットワーク１４０の基地局であるＬＴＥ基地局１４５と、が含まれる
。
【００２４】
　なお、本実施例で使用する無線システム１００に含まれる１ｘネットワーク１２０、Ｅ
ＶＤＯネットワーク１３０およびＬＴＥネットワーク１４０は、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅ
ｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）規格にしたがったネット
ワークなので具体的な説明は省略するが、例えば、各ネットワークには次のような構成が
含まれる。
【００２５】
　１ｘネットワーク１２０には、例えば、ＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　
Ｃｅｎｔｅｒ）１２１、ＧＭＳＣ（Ｇａｔｅｗａｙ　ＭＳＣ）１２２、交換機１２３、Ｍ
Ｃ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｅｎｔｅｒ）１２４およびＨＬＲ（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）１２５などが含まれる。
【００２６】
　また、ＥＶＤＯネットワーク１３０には、例えば、ｅＰＣＦ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）１３１、ＨＳＧＷ（ＨＲＰＤ（Ｈｉｇｈ　
Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ）　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）１３２および
Ｐ－ＡＡＡ（Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ，　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏ
ｎ　ａｎｄ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ）１３３などが含まれる。
【００２７】
　また、ＬＴＥネットワーク１４０には、例えば、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅ
ｗａｙ）１４１、Ｐ－ＧＷ（ＰＤＮ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）　Ｇａ
ｔｅｗａｙ）１４２、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ
）１４３およびＨＳＳ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）１４４などが
含まれる。
【００２８】
　そして、ＥＶＤＯネットワーク１３０およびＬＴＥネットワーク１４０は、Ｐ－ＧＷ１
４２を共有する。また、ＥＶＤＯネットワーク１３０およびＬＴＥネットワーク１４０は
、ＥＶＤＯネットワーク１３０のＰ－ＡＡＡ１３３とＬＴＥネットワーク１４０のＨＳＳ
１４４を共有する。これは、ＥＶＤＯネットワーク１３０－ＬＴＥネットワーク１４０間
で接続切替えが発生した場合でも、無線端末装置１１０にシームレスにパケット通信のサ
ービスを提供するためである。また、１ｘネットワーク１２０のＭＳＣ１２１と、ＬＴＥ
ネットワーク１４０のＭＭＥ１４３と、は１ｘＣＳ　ＩＷＳ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔ
ｃｈｅｄ　Ｆａｌｌｂａｃｋ　Ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ２　１ｘＣＳ）１５０を介して互いに通信可能に接続してい
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る。
【００２９】
　以上の構成において、例えば、３ＧＰＰ規格ＴＳ２３．２７２には、１ｘＣＳ　Ｆａｌ
ｌｂａｃｋ機能について規定されている。１ｘＣＳ　Ｆａｌｌｂａｃｋ機能の概要につい
て以下に説明する。
【００３０】
　例えば、無線端末装置１１０がＬＴＥ基地局１４５と無線接続している場合を考える。
この場合、無線端末装置１１０は、１ｘ基地局１２６からのページング、以下では「１ｘ
ページング」という、の受信は行なわない。すなわち、無線端末装置１１０は、１ｘ基地
局１２６と無線接続をしていない状態である。
【００３１】
　この場合、無線端末装置１１０は、１ｘページングを、ＬＴＥ基地局１４５からのペー
ジング、以下では「ＬＴＥページング」という、により通知される。具体的には、１ｘペ
ージングは、ＭＳＣ１２１から１ｘＣＳ　ＩＷＳ１５０およびＭＭＥ１４３を介してＬＴ
Ｅ基地局１４５に通知される。そして、ＭＭＥ１４３から通知された１ｘページングは、
ＬＴＥページングにより無線端末装置１１０に通知される。１ｘページングの通知を受け
た無線端末装置１１０は、１ｘ基地局１２６と無線接続を行って呼び出し元の端末装置と
の通話回線を確立し音声通信を開始する。
【００３２】
　ここで、１ｘ方式およびＥＶＤＯ方式による無線通信のサービスエリア、以下では「１
ｘ／ＥＶＤＯ通信エリア」という、とＬＴＥ方式による無線通信のサービスエリア、以下
では「ＬＴＥ通信エリア」という、とには、例えば、図２に示す関係が考えられる。
【００３３】
　図２は、１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリアとＬＴＥ通信エリアとの関係の一例を示す図である
。
　図２の例では、ＬＴＥ通信エリアは、１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリアよりも狭くなっている
。また、ＬＴＥ通信エリアは１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリアに含まれている。以下では、説明
を簡単にするために、図２に例示した１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリアとＬＴＥ通信エリアとの
関係を前提にして以下の説明を行なうが、１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリアとＬＴＥ通信エリア
との関係を図２に例示した関係に限定する趣旨ではない。図２に記載の位置ａ－ｄは、後
述の図５の説明で使用する。
【００３４】
　図３は、無線端末装置１１０の構成例を示す図である。
　無線端末装置１１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
３１０と、メモリ３２０と、１ｘデバイス３３０と、ＥＶＤＯデバイス３４０と、ＬＴＥ
デバイス３５０と、表示部３６０と、操作部３７０と、マイク３８０と、スピーカ３９０
と、を備える。そして、これらの装置がバスに接続されて相互にデータの受け渡しが行え
る構成となっている。
【００３５】
　ＣＰＵ３１０は、周辺機器や各種ソフトウェアを実行する他に本実施例に係る無線通信
を実現するプログラムを実行する演算装置である。例えば、ＣＰＵ３１０は、所定のプロ
グラムにしたがって、図８および図９で後述する処理などを行なう。
【００３６】
　ＣＰＵ３１０は、ＬＴＥネットワーク１４０と無線接続しているか否かを示すＬＴＥ接
続情報ＬＴＥ＿ＣＮをメモリ３２０の所定の領域に記憶する。ＣＰＵ３１０は、図４に示
すように、ＬＴＥ基地局１４５と無線接続中の場合にはＬＴＥ＿ＣＮ＝１をメモリ３２０
に記憶し、ＥＶＤＯ基地局１３４と無線接続中の場合にはＬＴＥ＿ＣＮ＝０をメモリ３２
０に記憶する。
【００３７】
　ＣＰＵ３１０は、図７に示すＬＴＥ下りフレーム７００のサブフレーム０、サブフレー
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ム４に置かれている基地局のリファレンス信号７０１を測定してＣＩＮＲ（Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ；搬送波レベル
対干渉・雑音比）を算出する。なお、図７には、例として、ＬＴＥ下りフレーム１０ｍｓ
に含まれるサブフレーム０に置かれている基地局のリファレンス信号７０１を例示してい
る。図７に示すＬＴＥ下りフレーム７００は、ＬＴＥ方式にしたがった一般的なものなの
で具体的な説明は省略する。
【００３８】
　ＣＰＵ３１０は、さらに、算出したＣＩＮＲに次式を用いた平滑化フィルタ処理を施し
たＬＴＥ受信ＣＩＮＲを算出する。
　ＬＴＥ受信ＣＩＮＲ＝（１－ａ）×（前回ＣＩＮＲ）＋ａ×（ＣＩＮＲ）　・・・・・
（１）
　ただし、（前回ＣＩＮＲ）とは、前回算出したＣＩＮＲである。対して、（ＣＩＮＲ）
とは今回算出したＣＩＮＲである。また、ａは、０＜ａ≦１を満たす実数である。例えば
、ａとして０．３などの値を使用することができる。
【００３９】
　メモリ３２０は、プログラムを実行するために使用される揮発性の記憶装置である。メ
モリ３２０には、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などを
使用することができる。
【００４０】
　１ｘデバイス３３０は、１ｘ無線部３３１と１ｘベースバンド部３３２とを備える。１
ｘ無線部３３１は、アンテナ３３３が受信した無線信号を復調してベースバンド信号を生
成して１ｘベースバンド部３３２に出力し、１ｘベースバンド部３３２が出力するベース
バンド信号を変調してＲＦ信号を生成しアンテナ３３３から送信する。１ｘベースバンド
部３３２は、１ｘ無線部３３１が出力するベースバンド信号を１ｘ方式にしたがって復号
化し、ＣＰＵ３１０から送られるデジタル信号を１ｘ方式にしたがって符号化して１ｘ無
線部３３１に出力する。
【００４１】
　ＥＶＤＯデバイス３４０は、ＥＶＤＯ無線部３４１とＥＶＤＯベースバンド部３４２と
を備える。ＥＶＤＯ無線部３４１は、アンテナ３４３が受信した無線信号を復調してベー
スバンド信号を生成してＥＶＤＯベースバンド部３４２に出力し、ＥＶＤＯベースバンド
部３４２が出力するベースバンド信号を変調してＲＦ信号を生成しアンテナ３４３から送
信する。ＥＶＤＯベースバンド部３４２は、ＥＶＤＯ無線部３４１が出力するベースバン
ド信号をＥＶＤＯ方式にしたがって復号化し、ＣＰＵ３１０から送られるデジタル信号を
ＥＶＤＯ方式にしたがって符号化してＥＶＤＯ無線部３４１に出力する。
【００４２】
　ＬＴＥデバイス３５０は、ＬＴＥ無線部３５１とＬＴＥベースバンド部３５２とを備え
る。ＬＴＥ無線部３５１は、アンテナ３５３が受信した無線信号を復調してベースバンド
信号を生成してＬＴＥベースバンド部３５２に出力し、ＬＴＥベースバンド部３５２が出
力するベースバンド信号を変調してＲＦ信号を生成しアンテナ３５３から送信する。ＬＴ
Ｅベースバンド部３５２は、ＬＴＥ無線部３５１が出力するベースバンド信号をＬＴＥ方
式にしたがって復号化し、ＣＰＵ３１０から送られるデジタル信号をＬＴＥ方式にしたが
って符号化してＬＴＥ無線部３５１に出力する。
【００４３】
　表示部３６０は、データ等を表示装置等に出力する装置である。なお、表示部３６０に
は、表示装置を含むこともできる。操作部３７０は、外部からのデータ入力手段である。
操作部３７０には、例えば、キーボードや液晶タッチパネルなどを使用することができる
。マイク３８０は、入力される音声から音声データを生成する装置である。スピーカ３９
０は、受信した音声データなどを再生する装置である。
【００４４】
　なお、メモリ３２０などの無線端末装置１１０に読取り可能な記憶媒体には、非一時的
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（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）な媒体を使用することができる。
【００４５】
　図５は、無線端末装置１１０によるデバイス（１ｘデバイス３３０、ＥＶＤＯデバイス
３４０およびＬＴＥデバイス３５０）切替え処理の概要を説明する図である。以下では、
図２に記載した位置ａから位置ｄに無線端末装置１１０が移動した場合を例にして無線端
末装置１１０によるデバイスの切替え処理を説明する。図２に記載した位置ａから位置ｄ
に無線端末装置１１０が移動した場合のＬＴＥ受信ＣＩＮＲは、図６のように変化するも
のとする。
【００４６】
　以下に記載する（１）－（６）は、図５に記載の（１）－（６）に対応する。
　なお、一般に、１ｘ方式およびＥＶＤＯ方式による無線通信のサービスエリアは重複す
るので、本実施例に係る無線端末装置１１０は、１ｘデバイス３３０とＥＶＤＯデバイス
３４０は同じタイミングで電源をＯＮ／ＯＦＦを切替える。
【００４７】
　まず、図２に示した位置ａから位置ｂへ無線端末装置１１０が移動した場合を考える。
位置ａではＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値以上であり、位置ｂではＬＴＥ受
信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ閾値以上であるものとする。
【００４８】
　なお、ＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値とは、無線端末装置１１０の接続先を１ｘネットワーク１
２０およびＥＶＤＯネットワーク１３０からＬＴＥネットワーク１４０に切替える準備を
行なう基準となる閾値である。本実施例では、ＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値として５ｄＢを使用
するが、この値にＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値を限定する趣旨ではない。また、ＬＴＥ＿ＩＮ閾
値とは、無線端末装置１１０の接続先を１ｘネットワーク１２０およびＥＶＤＯネットワ
ーク１３０からＬＴＥネットワーク１４０に切替える基準となる閾値である。本実施例で
は、ＬＴＥ＿ＩＮ閾値として７ｄＢを使用するが、この値にＬＴＥ＿ＩＮ閾値を限定する
趣旨ではない。
【００４９】
　（１）今、位置ａにある無線端末装置１１０は、１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地
局１３４と無線接続している。この場合、無線端末装置１１０はＬＴＥ基地局１４５と通
信をしていないのでＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮは０、ＬＴＥデバイス３５０の電源はＯ
ＦＦとなっている。
【００５０】
　（２）無線端末装置１１０が位置ａから位置ｂに移動する間にＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬ
ＴＥ＿ＩＮ準備閾値（５ｄＢ）を超えると、無線端末装置１１０は、ＬＴＥデバイス３５
０の電源をＯＦＦからＯＮに切替える。そして、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ基地局１
４５との同期処理を行なう。この同期処理は、ＬＴＥ方式にしたがって行なうことができ
るので具体的な説明は省略するが次のような処理を行なう。
【００５１】
　例えば、ＬＴＥ基地局１４５との同期処理では、無線端末装置１１０は、図７に示した
ＬＴＥ下りフレーム７００から取得する抽出したプライマリ同期信号７０２とセカンダリ
同期信号７０３よりフレーム同期を確立し、ＬＴＥ下りフレーム７００に含まれるセルＩ
Ｄを抽出する。そして、無線端末装置１１０は、抽出したセルＩＤを用いてＬＴＥ下りフ
レーム７００に含まれるＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ＣＨａｎｎ
ｅｌ）信号７０４を復調してシステム情報（報知情報）を取得する。
【００５２】
　（３）さらに、無線端末装置１１０が位置ｂに移動してＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿
ＩＮ閾値（７ｄＢ）を超えると、無線端末装置１１０は、接続先を１ｘ基地局１２６およ
びＥＶＤＯ基地局１３４からＬＴＥ基地局１４５に切替える。また、無線端末装置１１０
は、１ｘデバイス３３０およびＥＶＤＯデバイス３４０の電源をＯＮからＯＦＦに切替え
る。
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【００５３】
　（４）そして、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮを１に設定する。
　次に、図２に示した位置ｃから位置ｄへ無線端末装置１１０が移動した場合を考える。
位置ｃではＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値より小さく、位置ｄではＬＴＥ
受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値より小さいものとする。
【００５４】
　なお、ＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値とは、無線端末装置１１０の接続先をＬＴＥネットワー
ク１４０から１ｘネットワーク１２０およびＥＶＤＯネットワーク１３０に切替える準備
を行なう基準となる閾値である。本実施例では、ＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値として１ｄＢを
使用するが、この値にＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値を限定する趣旨ではない。また、ＬＴＥ＿
ＯＵＴ閾値とは、無線端末装置１１０の接続先をＬＴＥネットワーク１４０から１ｘネッ
トワーク１２０およびＥＶＤＯネットワーク１３０に切替える基準となる閾値である。本
実施例では、ＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値として－１ｄＢを使用するが、この値にＬＴＥ＿ＯＵＴ
閾値を限定する趣旨ではない。
【００５５】
　（５）無線端末装置１１０が位置ｃから位置ｄに移動する間にＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬ
ＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値（１ｄＢ）より小さくなると、無線端末装置１１０は、１ｘデバイ
ス３３０およびＥＶＤＯデバイス３４０の電源をＯＦＦからＯＮに切替える。そして、無
線端末装置１１０は、１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４との同期処理を行な
う。この同期処理は、それぞれ１ｘ方式、ＥＶＤＯ方式にしたがって行なうことができる
ので具体的な説明は省略するが次のような処理を行なう。
【００５６】
　例えば、１ｘ基地局１２６との同期処理では、無線端末装置１１０は、１ｘ基地局１２
６から送信されるパイロット信号を検出することにより基地局ＰＮオフセットを特定し、
特定した基地局ＰＮオフセットを基地局ＰＮ符号の開始点としてフレーム同期をとる。フ
レーム同期が完了すると、無線端末装置１１０は、所定の直行符号（Ｗａｌｓｃｈコード
３２）を設定して１ｘ基地局１２６から送信されるフレームに含まれるＳｙｎｃ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ信号を復号することでシステム情報（報知情報）を取得する。ＥＶＤＯ基地局１
３４との同期処理についても、無線端末装置１１０は、同様の方法で同期処理を行なう。
【００５７】
　（６）さらに、無線端末装置１１０が位置ｄに移動してＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿
ＯＵＴ閾値（－１ｄＢ）より小さくなると、無線端末装置１１０は、接続先をＬＴＥ基地
局１４５から１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４に切替える。また、無線端末
装置１１０は、ＬＴＥデバイス３５０の電源をＯＮからＯＦＦに切替える。（１）そして
、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮを０に設定する。
【００５８】
　以上に説明したように、本実施例で使用するＬＴＥ＿ＩＮ閾値とＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値と
の間には、８（７－（－１））ｄＢのヒステレシスがもうけられている。ただし、ＬＴＥ
＿ＩＮ閾値とＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値との間のヒステレシスを８ｄＢに限定する趣旨ではなく
、必要に応じて適切と思われるヒステレシスをＬＴＥ＿ＩＮ閾値とＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値と
の間にもうければよい。ＬＴＥ＿ＩＮ閾値とＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値との間には、「ＬＴＥ＿
ＩＮ閾値＞ＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値」の関係があればよい。また、ＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値はＬ
ＴＥ＿ＩＮ閾値より小さければよく、ＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値はＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値より
大きければよい。
【００５９】
　図８および図９は、無線端末装置１１０によるデバイス切替え処理の具体例を示すフロ
ーチャートである。
　無線端末装置１１０は、ＬＴＥ基地局１４５から受信するＬＴＥ下りフレーム７００の
サブフレーム０、サブフレーム４に置かれている基地局のリファレンス信号７０１から、
ＬＴＥ受信ＣＩＮＲを算出する（ステップＳ８０１）。
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【００６０】
　無線端末装置１１０は、メモリ３２０の所定のアドレスに記憶してあるＬＴＥ接続情報
ＬＴＥ＿ＣＮを参照する（ステップＳ８０２）。そして、ＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮに
１が設定されている場合（ステップＳ８０２　ＹＥＳ）、無線端末装置１１０は、ステッ
プＳ８０１で算出したＬＴＥ受信ＣＩＮＲと、あらかじめ決められたＬＴＥ＿ＯＵＴ準備
閾値と、を比較する（ステップＳ８０２）。
【００６１】
　ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値以上の場合（ステップＳ８０３　ＹＥＳ
）、無線端末装置１１０は、１ｘデバイス３３０およびＥＶＤＯデバイス３４０の電源を
ＯＮからＯＦＦに切替える（ステップＳ８０４）。そして、無線端末装置１１０は、処理
をステップＳ８０５に移行する。ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値より小さ
い場合（ステップＳ８０３　ＮＯ）にも、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８０
５に移行する。
【００６２】
　また、無線端末装置１１０は、ステップＳ８０１で算出したＬＴＥ受信ＣＩＮＲと、あ
らかじめ決められたＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値およびＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値と、を比較する（
ステップＳ８０５）。ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値以上かつＬＴＥ＿ＯＵＴ
準備閾値より小さい場合（ステップＳ８０５　ＹＥＳ）、無線端末装置１１０は、処理を
ステップＳ８０６に移行する。この場合、無線端末装置１１０は、１ｘデバイス３３０お
よびＥＶＤＯデバイス３４０の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、１ｘ基地局１２６および
ＥＶＤＯ基地局１３４と同期処理を行なう（ステップＳ８０６）。そして、無線端末装置
１１０は、処理をステップＳ８０７に移行する。また、ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿Ｏ
ＵＴ閾値より小さいまたはＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値以上の場合も（ステップＳ８０５　Ｎ
Ｏ）、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８０７に移行する。
【００６３】
　ステップＳ８０７では、無線端末装置１１０は、ステップＳ８０１で算出したＬＴＥ受
信ＣＩＮＲと、あらかじめ決められたＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値と、を比較する（ステップＳ８
０７）。ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値より小さい場合（ステップＳ８０７　
ＹＥＳ）、無線端末装置１１０は、１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４と無線
接続し、ＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮに０を設定する（ステップＳ８０８）。また、無線
端末装置１１０は、ＬＴＥデバイス３５０の電源をＯＮからＯＦＦに切替える（ステップ
Ｓ８０８）。そして、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８０１に移行する。ＬＴ
Ｅ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値以上の場合も（ステップＳ８０７　ＮＯ）、無線端
末装置１１０は、処理をステップＳ８０１に移行する。
【００６４】
　一方、ステップＳ８０２において、ＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮに０が設定されている
場合（ステップＳ８０２　ＮＯ）、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８０９に移
行する。この場合、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ受信ＣＩＮＲと、あらかじめ決められ
たＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値と、を比較する（ステップＳ８０９）。
【００６５】
　ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値より小さい場合（ステップＳ８０９　ＹＥ
Ｓ）、無線端末装置１１０は、ＬＴＥデバイス３５０の電源をＯＮからＯＦＦに切替える
（ステップＳ８１０）。そして、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８１１に移行
する。ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値以上の場合も（ステップＳ８０９　Ｎ
Ｏ）、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８１１に移行する。
【００６６】
　ステップＳ８１１では、ＬＴＥ受信ＣＩＮＲと、あらかじめ決められたＬＴＥ＿ＩＮ閾
値およびＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値と、を比較する（ステップＳ８１１）。ＬＴＥ受信ＣＩＮ
ＲがＬＴＥ＿ＩＮ閾値より小さくかつＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値以上の場合（ステップＳ８１
１　ＹＥＳ）、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８１２に移行する。この場合、
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無線端末装置１１０は、ＬＴＥデバイス３５０の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、ＬＴＥ
基地局１４５との同期処理を行なう（ステップＳ８１２）。そして、無線端末装置１１０
は、処理をステップＳ８１３に移行する。ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ閾値以上ま
たはＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値より小さい場合も（ステップＳ８１１　ＮＯ）、無線端末装置
１１０は、処理をステップＳ８１３に移行する。
【００６７】
　ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ閾値以上の場合（ステップＳ８１３　ＹＥＳ）、無
線端末装置１１０は、ＬＴＥ基地局１４５と無線接続し、ＬＴＥ接続情報ＬＴＥ＿ＣＮに
１を設定する（ステップＳ８１４）。また、無線端末装置１１０は、１ｘデバイス３３０
およびＥＶＤＯデバイス３４０の電源をＯＮからＯＦＦに切替える（ステップＳ８１４）
。そして、無線端末装置１１０は、処理をステップＳ８０１に移行する。ＬＴＥ受信ＣＩ
ＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ閾値より小さい場合も（ステップＳ８１３　ＮＯ）、無線端末装置１
１０は、処理をステップＳ８０１に移行する。
【００６８】
　以上に説明した実施例では、無線端末装置１１０が、１ｘネットワーク１２０、ＥＶＤ
Ｏネットワーク１３０およびＬＴＥネットワーク１４０と無線接続できる無線端末装置で
ある場合について例示した。しかし、無線端末装置１１０が無線接続できる無線システム
を限定する趣旨ではない。例えば、無線端末装置１１０は、複数の無線システムと無線接
続でき、無線端末装置１１０が無線接続できる複数の無線システムのうち１つの無線シス
テムが他の無線システムからの呼び出しを無線端末装置１１０に通知する機能を備えてい
ればよい。
【００６９】
　以上の説明において、１Ｘネットワーク１２０は、音声通信網の一例として挙げられる
。１Ｘネットワーク１２０およびＥＶＤＯネットワーク１３０は、音声通信網を含む第１
の通信網の一例として挙げられる。ＬＴＥネットワーク１４０は、第２の通信網の一例と
して挙げられる。１ｘデバイス３３０およびＥＶＤＯデバイス３４０は、第１の接続手段
の一例として挙げられる。ＬＴＥデバイス３５０は、第２の接続手段の一例として挙げら
れる。ＬＴＥ受信ＣＩＮＲは、第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号について
の受信レベルの一例として挙げられる。ＬＴＥ＿ＯＵＴ準備閾値は、第１の閾値の一例と
して挙げられる。ＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値は、第２の閾値の一例として挙げられる。また、計
測手段や切替え手段は、ＣＰＵ３１０に所定のプログラムを実行させることによって実現
することができる。
【００７０】
　以上に説明したように、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＯＵＴ
準備閾値より小さくなると（ステップＳ８０５　ＹＥＳ）、１ｘデバイス３３０およびＥ
ＶＤＯデバイス３４０の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、１ｘ基地局１２６およびＥＶＤ
Ｏ基地局１３４と同期処理を行なう。そのため、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ通信エリ
ア内からＬＴＥ通信エリア外（１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリア）に移動した場合でも、接続先
をＬＴＥ基地局１４５から１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４にスムーズに切
替えることが可能となる。
【００７１】
　同様に、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ受信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ準備閾値以上とな
ると（ステップＳ８０１１　ＹＥＳ）、ＬＴＥデバイス３５０の電源をＯＦＦからＯＮに
切替え、ＬＴＥ基地局１４５と同期処理を行なう。そのため、無線端末装置１１０は、Ｌ
ＴＥ通信エリア外（１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリア）からＬＴＥ通信エリア内に移動した場合
でも、接続先を１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４からＬＴＥ基地局１４５に
スムーズに切替えること可能となる。
【００７２】
　したがって、無線端末装置１１０は、通信が途切れることなく接続先を切替えることが
できる。
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　また、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ通信エリア外に移動した場合でも、接続先をＬＴ
Ｅ基地局１４５から１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４にスムーズに切替える
ので、ＬＴＥ通信エリアで１ｘデバイス３３０およびＥＶＤＯデバイス３４０の電源をＯ
ＦＦにできる。１ｘページングはＬＴＥページングにより通知されるからである。その結
果、無線端末装置１１０は消費電力を低く抑えることができる。そして、無線端末装置１
１０は、無線端末装置１１０が使用する電池をより長持ちさせることができる。
【００７３】
　さらに、本実施例では、無線端末装置１１０がＬＴＥ基地局１４５との無線接続してい
るときに１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４に接続先を切替える閾値であるＬ
ＴＥ＿ＯＵＴ閾値として－１ｄＢを使用している。一方、ＬＴＥ基地局１４５と無線接続
していないとき、例えば、ＥＶＤＯ基地局１３４と無線接続しているときにＬＴＥ基地局
１４５に接続先を切替える閾値であるＬＴＥ＿ＩＮ閾値として７ｄＢを使用している。こ
のように、ＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値とＬＴＥ＿ＩＮ閾値との間に８ｄＢのヒステレシスがもう
けられている。この８ｄＢというヒステレシスは一例であるが、ＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値とＬ
ＴＥ＿ＩＮ閾値との間に適宜ヒステレシスをもうけることにより、無線端末装置１１０は
、ＬＴＥ通信エリアと１ｘ／ＥＶＤＯ通信エリアとの境界あたりでのポンピング動作の発
生を抑えて安定した無線サービスを受けることができる。ポンピング動作とは、無線端末
装置１１０が接続先を、１ｘ基地局１２６およびＥＶＤＯ基地局１３４と、ＬＴＥ基地局
１４５と、で頻繁に切替える動作である。
【００７４】
　例えば、図６において、ＬＴＥ受信ＣＩＮＲが位置ｂでＬＴＥ＿ＩＮ閾値以上となりＬ
ＴＥ接続を開始するとその後にＬＴＥ＿ＩＮ閾値を下回っても、無線端末装置１１０は、
ＬＴＥ受信ＣＩＮＲが位置ｄでＬＴＥ＿ＯＵＴ閾値を下回るまでＬＴＥ接続を継続する。
このように、ＬＴＥ基地局１４５と通信を開始すると、無線端末装置１１０は、ＬＴＥ受
信ＣＩＮＲがＬＴＥ＿ＩＮ閾値を下回ってもＬＴＥ＿ＩＮ閾値より小さいＬＴＥ＿ＯＵＴ
閾値を下回るまでＬＴＥ接続を継続するので、ポンピング動作を発生することなく安定し
たＬＴＥ無線サービスを受けることができる。
【００７５】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
（付記１）
　音声通信を提供する音声通信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網で
あって該通信網と接続可能な無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求
を通知する手段を有する第２の通信網と、のいずれかと切り替え可能に接続することがで
きる無線端末装置において、
　前記第１の通信網と接続する第１の接続手段と、
　前記第２の通信網と接続する第２の接続手段と、
　前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベルを計測する
計測手段と、
　前記第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ前記第２の接続手段の電源をＯＮにした状態で
前記第２の通信網と接続中に、前記受信レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第
１の通信網へ切替える準備を行う基準としてあらかじめ決められた第１の閾値を下回ると
、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を前
記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた前記第
１の閾値より小さい第２の閾値を下回ると、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通
信網へ切替え前記第２の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに切替える切替え手段と、
　を備える無線端末装置。
（付記２）
　前記切替え手段は、
　前記第１の接続手段の電源をＯＮかつ前記第２の接続手段の電源をＯＦＦにした状態で
前記第１の通信網と接続中に、前記受信レベルが、接続先を前記第１の通信網から前記第
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２の通信網へ切替える準備を行なう基準としてあらかじめ決められた第３の閾値を超える
と、前記第２の接続手段の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を
前記第１の通信網から前記第２の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた前記
第３の閾値より大きい第４の閾値を超えると、接続先を前記第１の通信網から前記第２の
通信網へ切替え前記第１の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに切替え、
　前記第４の閾値は、前記第２の閾値より大きい、
　ことを特徴とする付記１に記載の無線端末装置。
（付記３）
　前記受信レベルには、０＜ａ≦１を満たす実数ａを用いた次式によって算出されるＣＩ
ＮＲ（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔ
ｉｏ；搬送波レベル対干渉・雑音比）を使用する、
　ＣＩＮＲ　＝　ａ×「前記計測手段が計測した第１のＣＩＮＲ」＋（１－ａ）×「前記
計測手段が前記第１のＣＩＮＲの前に計測した第２のＣＩＮＲ」
　ことを特徴とする付記１に記載の無線端末装置。
（付記４）
　前記第１の通信網には、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ）２０００　１ｘを使用した通信網が含まれる、
　ことを特徴とする付記１に記載の無線端末装置。
（付記５）
　前記第２の通信網は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を使用した
通信網である、
　ことを特徴とする付記１に記載の無線端末装置。
（付記６）
　音声通信を提供する音声通信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網で
あって該通信網と接続可能な無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求
を通知する手段を有する第２の通信網と、の接続を切替える切替え方法において、
　前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベルを計測し、
　前記第１の通信網と接続する第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ前記第２の通信網と接
続する第２の接続手段の電源をＯＮにした状態で前記第２の通信網と接続中に、前記受信
レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える準備を行う基準と
してあらかじめ決められた第１の閾値を下回ると、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦか
らＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ
切替える基準としてあらかじめ決められた前記第１の閾値より小さい第２の閾値を下回る
と、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替え前記第２の接続手段の電源
をＯＮからＯＦＦに切替える、
　処理を無線端末装置に行なわせる切替え方法。
（付記７）
　前記第１の接続手段の電源をＯＮかつ前記第２の接続手段の電源をＯＦＦにした状態で
前記第１の通信網と接続中に、前記受信レベルが、接続先を前記第１の通信網から前記第
２の通信網へ切替える準備を行なう基準としてあらかじめ決められた第３の閾値を超える
と、前記第２の接続手段の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を
前記第１の通信網から前記第２の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた前記
第３の閾値より大きい第４の閾値を超えると、接続先を前記第１の通信網から前記第２の
通信網へ切替え前記第１の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに切替え、
　前記第４の閾値は、前記第２の閾値より大きい、
　ことを特徴とする付記６に記載の切替え方法。
（付記８）
　音声通信を提供する音声通信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網で
あって該通信網と接続可能な無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求
を通知する手段を有する第２の通信網と、の接続を切替える切替え処理を無線端末装置に
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　前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベルを計測し、
　前記第１の通信網と接続する第１の接続手段の電源をＯＦＦかつ前記第２の通信網と接
続する第２の接続手段の電源をＯＮにした状態で前記第２の通信網と接続中に、前記受信
レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える準備を行う基準と
してあらかじめ決められた第１の閾値を下回ると、前記第１の接続手段の電源をＯＦＦか
らＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ
切替える基準としてあらかじめ決められた前記第１の閾値より小さい第２の閾値を下回る
と、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替え前記第２の接続手段の電源
をＯＮからＯＦＦに切替える、
　処理を無線端末装置に行なわせるプログラム。
（付記９）
　前記第１の接続手段の電源をＯＮかつ前記第２の接続手段の電源をＯＦＦにした状態で
前記第１の通信網と接続中に、前記受信レベルが、接続先を前記第１の通信網から前記第
２の通信網へ切替える準備を行なう基準としてあらかじめ決められた第３の閾値を超える
と、前記第２の接続手段の電源をＯＦＦからＯＮに切替え、前記受信レベルが、接続先を
前記第１の通信網から前記第２の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた前記
第３の閾値より大きい第４の閾値を超えると、接続先を前記第１の通信網から前記第２の
通信網へ切替え前記第１の接続手段の電源をＯＮからＯＦＦに切替え、
　前記第４の閾値は、前記第２の閾値より大きい、
　ことを特徴とする付記８に記載のプログラム。
（付記１０）
　音声通信を提供する音声通信網を含む第１の通信網と、データ通信を提供する通信網で
あって該通信網と接続可能な無線端末装置に対して前記第１の通信網からの呼び出し要求
を通知する手段を有する第２の通信網と、のいずれかと切り替え可能に接続することがで
きる無線端末装置において、
　前記第１の通信網と接続する第１の接続手段と、
　前記第２の通信網と接続する第２の接続手段と、
　前記第２の通信網に含まれる基地局から受信する信号についての受信レベルを計測する
計測手段と、
　前記受信レベルを参照し、接続先を前記第２の通信網から前記第１の通信網へ切替える
基準としてあらかじめ決められた第１の閾値と、接続先を前記第１の通信網から前記第２
の通信網へ切替える基準としてあらかじめ決められた閾値であって前記第１の閾値よりも
大きい値の第２の閾値と、に基づいて前記第１および第２の接続手段の電源のＯＮ／ＯＦ
Ｆを制御して接続先を切替える切替え手段と、
　を備える無線端末装置。
【符号の説明】
【００７６】
　１１０　　　無線端末装置
　３１０　　　ＣＰＵ
　３２０　　　メモリ
　３３０　　　１ｘデバイス
　３４０　　　ＥＶＤＯデバイス
　３５０　　　ＬＴＥデバイス



(16) JP 2014-112808 A 2014.6.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 2014-112808 A 2014.6.19

【図５】 【図６】

【図８】 【図９】



(18) JP 2014-112808 A 2014.6.19

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

